
みずほ Wallet 利⽤規約（Mizuho Suica 版） 新旧対⽐表 

 

 
改定前 改定後 

第 1 条（⽬的等） 
第 2 項  

利⽤者が、みずほ Wallet アプリケーション
を利⽤者の有する指定モバイル端末（当⾏
が別途指定する機種のモバイル端末をいい
ます。以下同じ。）にダウンロードし、本規
約へ同意した時点で、利⽤者と当⾏との間
で本規約の規定に従った利⽤契約が成⽴す
るものとします。ただし、Mizuho Suica の
利⽤に関する契約の成⽴時期は、東⽇本旅
客鉄道株式会社（以下「JR 東⽇本」といい
ます。）が定める「東⽇本旅客鉄道株式会社
IC カード乗⾞券取扱規則」、「モバイルデバ
イスにおける Suica 利⽤規約」、東⽇本旅客
鉄道株式会社 Suica 電⼦マネー取扱規則」そ
の他これらに関連または付随する特約また
は規定（以下「JR 東⽇本規則」と総称しま
す。）によるものとします。 

利⽤者が、みずほ Wallet アプリケーション
を利⽤者の有する指定モバイル端末（当⾏
が別途指定する機種のモバイル端末をいい
ます。以下同じ。）にダウンロードし、本規
約へ同意した時点で、利⽤者と当⾏との間
で本規約の規定に従った利⽤契約が成⽴す
るものとします。ただし、Mizuho Suica の
利⽤に関する契約の成⽴時期は、東⽇本旅
客鉄道株式会社（以下「JR 東⽇本」といい
ます。）が定める「東⽇本旅客鉄道株式会社
IC カード乗⾞券取扱規則」、「モバイルデバ
イスにおける Suica 利⽤規約」、「Suica ポケ
ット利⽤規約」、「東⽇本旅客鉄道株式会社
Suica 電⼦マネー取扱規則」（以下「JR 東⽇
本規則」と総称します。）によるものとし、
利⽤者は本規約に同意した時点で JR 東⽇本
規則へ同意したものとします。 


